
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプル受け取り容器（１）と、
　サンプル採取後に該サンプル受け取り容器内に侵入して、該サンプル受け取り容器を密
封するサンプル採取手段（４）と
を含み、
　該サンプル受け取り容器（１）は、底部（２）と側壁（３）とを有し、該サンプル受け
取り容器（１）の側壁に接する、該底部から離れた領域に、導入されたサンプル採取手段
を固定するための手段（５）を有し、容易に貫通可能な蓋を備え、該容器内にはＤＮＡ分
解酵素から保護する手段が備えられ、
　該サンプル採取手段（４）は、一回のステップでサンプルが採取され、該サンプル受け
取り容器に導入されて、該サンプル受け取り容器内に侵入時に、固定のための手段（５）
により所定位置に固定され、サンプル受け取り容器をサンプル受け取り容器（１）の底部
（２）と側壁（３）とサンプル採取手段（４）の前端部（７）とにより規定される少なく
とも１のサンプル空間（６，６ａ）に分けるように形成され、
　該サンプル受け取り容器（１）は耳タグと関連付けられており、該耳タグには身元証明
手段が備えられており、該耳タグはアパーチャープレート（１１）とスパイクプレート（
１０）とを含み、該耳タグは動物の同一性確認に用いることができ、該サンプル受け取り
容器（１）は該耳タグの該アパーチャープレート（１１）に分離可能に接続されており、
該サンプル受け取り容器（１）には該耳タグと同一の身元証明手段が備えられており、該
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サンプル採取手段（４）は、該耳タグの該スパイクプレート（１０）に分離可能に接続さ
れている、
動物からＤＮＡを含有する細胞のサンプルを採取し、初期調製するための装置。
【請求項２】
　前記サンプル採取手段（４）が、前記スパイクプレートのスパイク（１０ａ）上に設置
されていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記タグが、識別番号である請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記サンプル採取手段（４）が、前記サンプル受け取り容器の底部に面した端部に、少
なくとも１の鋭利な先端を有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の装置
。
【請求項５】
　前記サンプル採取手段（４）の前記サンプル受け取り容器の底部に面した端部が、先細
りになっていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の装置。
【請求項６】
　前記サンプル受け取り容器（１）の底部（２）が、容器の内部空間内に向かって突起部
（８）を有し、端部（７）が該サンプル受け取り容器（１）の底部に面している前記サン
プル採取手段（４）が、該突起部を受け取るのに好適であり、該サンプル採取手段（４）
によって導入されたサンプル物質が該突起部（８）と該サンプル採取手段（４）との間で
破砕されるように形成されている請求項１～５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　好適なサンプル採取手段（４）の導入後にサンプル受け取り容器（１）が２つのサンプ
ル空間（６，６ａ）に分割される様に、前記突起部（８）がサンプル受け取り容器（１）
の側壁（３）に接続されている請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記突起部（８）が、円錐形状を含む請求項６または７に記載の装置。
【請求項９】
　前記突起部（８）が、前記サンプル受け取り容器を２つの領域に分割する隔壁である請
求項６～８のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　前記サンプル受け取り容器（１）が、固定装置（９）に取り付けられている請求項１～
９のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　前記固定装置（９）がトングである請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記サンプル採取手段のサンプル受け取り容器（１）の底部と反対側に位置する端部が
、その背面においてロッドの挿入が可能であるように形成されている請求項１～１１のい
ずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　前記ＤＮＡ分解酵素から保護する手段が、塩基、プロテイナーゼＫ、またはモレキュラ
ーシーブである請求項１～１２のいずれかに記載の装置。
【請求項１４】
　前記サンプル採取手段の侵入により破壊される膜であって、それによりプロテイナーゼ
Ｋが好適な緩衝液に接触するようになる膜によって、該プロテイナーゼＫが該緩衝液から
分離されている請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の装置を使用して、動物からＤＮＡを含有する細胞を
含むサンプルを採取する方法であって、該装置は、サンプル受け取り容器（１）と、サン
プル採取手段（４）とを含み、一回のステップで、かつ、耳タグにより該動物にタグ付け
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するのと同時に該サンプル採取手段の該サンプル受け取り容器の底部に面した先端部（７
）でもって、該動物の耳を貫くように好適な装置で該サンプル採取手段（４）をプレスし
、該サンプル受け取り容器へ導入し、そこで固定することにより好適なサンプルが採取さ
れ、その結果、該サンプル受け取り容器の底部（２）と側壁（３）と該サンプル採取手段
（４）のサンプル受け取り容器（１）の底部に面した先端部（７）とにより規定されるサ
ンプル空間（６，６ａ）が形成され、該サンプル受け取り容器は周囲に対して密閉され、
該動物を識別するために、該サンプル受け取り容器（１）に、該耳タグと同じタグが備え
られている方法。
【請求項１６】
　動物の個体群をタイピングするプロセスにおける請求項１～１４のいずれかに記載の装
置の使用であって、サンプルが該装置を用いて採取され、研究室において解析的に分析さ
れ、分類される使用。
【請求項１７】
　動物からＤＮＡを含有する細胞を含むサンプルを採取するための、請求項１～１４のい
ずれかに記載の装置の使用。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、分子遺伝学的試験に適した組織、血液、又は有核細胞又はＤＮＡを含有する細
胞又は細胞成分のその他のサンプルを採取し、また初期調製するための装置及び方法に関
する。
【０００２】
多くの研究及び応用計画には、大量の組織サンプル又はＤＮＡサンプルの採取が必要とさ
れる。特定の状況下では、農場全体の動物の個体群（例えば、生物学的に機能的な動物の
生産）又は地域的あるいは特別に特徴付けられた動物の個体群に関する情報を集めなけれ
ばならない。
【０００３】
例えば、ＢＳＥスキャンダルや、影響のない農場産の肉や製品であることを保証すること
に関連する問題により引き起こされた例では、全ＥＵにおいて出産時または出産直後に、
動物の耳にタグを付けて識別する畜牛（ cattle）の強制的な識別が導入された。これらの
動物には、各農場を識別する固有の数字が入っている。即ち、例えば後日屠殺場で数字を
調べることにより、動物がどの農場から来たのか決定できる。
【０００４】
しかし、このような耳タグは偽造されやすく、操作により交換することも可能であること
から、導入された認識システムを回避することができる。従って、消費者及び中間業者は
、動物が実際に表示通りの農場より来たのか確認することはできない。
【０００５】
従って、生産者、加工業者及び販売業者からの情報を独立に確認することができる簡便な
分析方法が望まれている。
【０００６】
周知の如く、各動物は特定のＤＮＡの変異を試験することで（「遺伝的指紋」）個別に同
定することができる。法医学及び飼育動物の血統試験においては、これら最新の分子遺伝
学的試験が既に分析に利用されている。動物からのサンプルは通常獣医により血液サンプ
ルとして採取され、分析される。しかし、さらに大きい動物の個体群に関しては、この方
法は重労働であり、また経済的観点から実施不可能である。
【０００７】
現代の検出方法（ＰＣＲ、配列決定等）を利用すれば、それらが特定の個体に由来するか
否かが、極少量の組織サンプルからでも決定できる。試験は比較的容易に実施可能であり
、信頼性は９９．９％以上である。
【０００８】
しかし、現時点に於いてはこのような数のサンプルの分離、目的別採取、保存、分類なら
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びに分析を実施するための経済的出費ならびに労力は多大である。
【０００９】
本発明の１つの機能は、被検体からのＤＮＡを含有するサンプルの採取が容易かつコスト
的に有効に実行できる装置を提供することである。
【００１０】
発明の別の機能は、組織または血液サンプルを分析研究を目的として、容易に被検体より
採取できる方法を供給することである。
【００１１】
本機能はサンプルを受け取る容器と、サンプル採取のためのツールとを有する、ＤＮＡを
含有する細胞サンプルを採取、及び初期調製するための装置によって実施される。サンプ
ルを採取した後、サンプル採取ツールはサンプル受け取り容器内に導入され、密封される
。サンプル受け取り容器は底壁及び側壁を有し、容易に貫通可能な蓋により密閉される。
底部から離れた側壁部には、導入されたサンプル採取ツールを固定する手段があり、容器
内の物質はＤＮＡ分解酵素から保護される。サンプルを採取するためのツールは、サンプ
ル受け取り容器内に導入されると、このツールを固定する手段（サンプル受け取り容器内
に備えられている）が所定位置に固定し、そしてツールはサンプル受け取り容器を、サン
プル受け取り容器の底部と側部の壁と、サンプル採取ツールの先端部とにより規定される
、少なくとも１つのサンプル空間内に分割する。
【００１２】
更に、前記の機能は、好適なサンプルがサンプル採取ツール先端にて採取され、これがサ
ンプル受け取り容器内に導入され、それによりサンプル受け取り容器の底部及び側壁と、
サンプル採取ツールの先端部とによって、周囲に対し密閉されるように規定された空間が
形成されることを特徴とする本発明の装置の利用により行われる。
【００１３】
以下、本発明を添付図面を参照して説明する。
【００１４】
以下発明を好適なモデル及び図を参照しながらより詳細に説明する。
【００１５】
発明の装置は、サンプル受け取り容器１とサンプル採取ツール２とを含む。
【００１６】
サンプル受け取り容器１は底部２と側壁３とを持ち、かつフィルムまたはメンブレンのよ
うな容易に貫通可能な蓋により密閉されている。このサンプル受け取り容器１はそれ自体
を別のメンブレンにより再分割することできる。その結果、使用するまで、２以上の成分
をサンプル受け取り容器１内にてそれぞれ別々に分けることができ、サンプル採取ツール
４がサンプル受け取り容器１内へ侵入することによってのみ、成分が互いに、及びサンプ
ルと接触する。サンプル受け取り容器１は更に、例えば底部２の全直径に広がった突起８
のような隔壁により、少なくとも２個のチャンバーに再分割することもできる。これによ
りサンプル採取時に少なくとも２の完全に独立したサンプルを採取することができる。
【００１７】
好適なモデルでは、サンプル受け取り容器１は少なくともサンプル採取ツール４の先端部
を受け取る。必要であれば、底部２が先細りの突起８を持つように形成することができ、
サンプル採取ツール４は突起８と互いに適切にはめこむことができる。結果として、サン
プル採取ツール４がサンプル受け取り容器１内に侵入すると、サンプルは強く圧砕され、
サンプル受け取り容器１の底部２と側壁３とサンプル採取ツール４の先端部７とにより限
定されるサンプル空間６，６ａ内に押し込められる。
【００１８】
サンプル受け取り容器１は、平面アタッチメント、例えばこれを適当に締結するための、
孔を持ったトング（ tongue）のような固定装置９も持つことができる。即ち、例えばトン
グは耳タグ１０．１１を適用するのにプライヤーが用いられる場合には、プライヤーに固
定することができる。トングは認識番号表示に好適であり、同様にイヤータグの取り付け
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にも好適である。ラベリングは溝部に手で行うことができ、あるいはトングは、例えば刻
印により事前印刷することができ、あるいはイヤータグ１０、１１のプレート部分に適用
された認識番号と、同時かつ同一のものを印刷することもできる。
【００１９】
必要であれば（例えば、手でサンプルを更に加工する場合）、サンプル受け取り容器１は
、サンプル採取ツール４により密閉された後にサンプル空間６、６ａを規定するサンプル
受け取り容器１の領域が、サンプル受け取り容器１の本体にネジ山により連結されており
、容易にネジを外し、容易にサンプルに接触することができるように形成することができ
る。
【００２０】
好適な装置のモデルでは、サンプル受け取り容器１は、形成されたサンプル空間６，６ａ
が装置を破壊することなしには開放不可能な様にサンプル採取ツール４により密閉される
。即ち、気付かれることなく採取されたサンプルを操作することが不可能なことは確実で
ある。
【００２１】
サンプル受け取り容器１中には組織サンプルのタンパク質成分を不活性化し、ＤＮＡを安
定化する物質が存在する。
【００２２】
組織サンプルのタンパク質（酵素類、ＤＮＡｓｅｓ等）を不活性化し、ＤＮＡを安定化す
る物質は例えば以下より成るグループから選択することができる。
【００２３】
タンパク質を分解するプロテイナーゼＫ（例えば保管中の安定化のために凍結乾燥されて
いる）及び（別々に充填された）タンパク質を消化するための緩衝液、強塩基、極端に吸
湿性であり、それと接触する（及びそれを暖める）組織サンプルを乾燥させ、それにより
不活性化するモレキュラーシーブ（例えばＥ．Ｍｅｒｃｋ社製　０．２ｎｍ　Ｎｏ．１．
０５７０４．０２５０，Ｋ２３００４５９０４　６２４、水吸収能＞２０％）。例えば望
ましくない空気中の湿気の吸収からモレキュラーシーブを保護するために、それは不活性
気体であるアルゴンによりコートされ、フィルムにより密閉される。タンパク質成分の不
活性化、及びＤＮＡの安定化を支援するその他の物質。物質は、それらが長時間、例えば
１年以上活性を維持し、さらにサンプル導入後少なくとも数ヶ月から１年間分析研究に適
したＤＮＡの保全性が十分保証されるように処方される。
【００２４】
サンプル採取ツール４は、サンプルを採取してサンプル受け取り容器内に導入でき、導入
後密閉されたサンプル受け取り容器１を密封するいずれかの形態を取ることができる。こ
れには、円筒、円錐等の形態が含まれる。
【００２５】
装置の好適なモデルでは、サンプル採取ツール４は使用前には互いに接続（ただし分離可
能）しており、使用時に相互に分離する２つのパーツより構成される。これは例えば特定
の破壊点を持つプラスチックの狭い架橋により実現できる。サンプル採取ツール４は堅牢
であるか、あるいはその背面は、例えば使用時の安定化を目的としてプライヤーからのス
チール製ロッドの導入が可能な、例えばに中空部１２を持つロッドの挿入が可能である。
【００２６】
サンプル採取ツール４は複数の機能を持つ。サンプルは、例えば血液、リンパ液、または
尿のような体液に単純に液浸すること、又は被検体から組織を擦過又はパンチングするこ
とにより採取される。
【００２７】
好適なモデルでは、被検体の耳が本発明の装置により穿孔される。サンプル採取ツール４
の前端部は、耳を押し通すことで少量の組織サンプルが穿孔および破砕されるような鋭利
な端部を持つように形成できる。
【００２８】
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さらに好適な装置モデルでは、サンプル採取ツールは、例えば耳タグ取り付け用のプライ
ヤーのような好適な装置と共に使用する、サンプル採取のためのサンプル採取ツールは、
耳タグが被検体の耳に押し通されると同時に使用され、その結果耳タグ取り付けとサンプ
ル採取りが１回の作業で行われる。
【００２９】
認識のために用いられる耳タグは通常２つのパーツからなる。スパイク１０を持つプレー
ト（スパイクプレート）と、スパイクプレートとほぼ同じサイズであるか、又はスパイク
１０ａが耳の中に滑り落ちるのを防ぐのに十分な大きさを持つ限りより小型でもよいのア
パーチャープレート１１とにより構成されている。両パーツは食物への利用に好適な組織
適合性の合成材料（例えばポリウレタンＢａｙｅｒ社製Ｄｅｓｍｏｐａｎ７９５Ｕ）また
は、部分的に金属（例えばステンレススチール、真鍮、青銅等）でできている。
【００３０】
耳タグ１０、１１を挿入するには、市販の耳タグ取り付け用プライヤーが利用できる。こ
の目的に利用できるプライヤーの大部分は、必要に応じて小型の追加のパーツを加えるこ
とで極めて容易に改良することができる。その結果サンプル受け取り容器１は耳タグ１０
、１１の挿入後もプライヤーに掛かった状態を保ち、それにより採取を容易にすることが
可能である。追加のパーツは、例えばサンプル受け取り容器を持つトング９内の孔の上に
あって、サンプル受け取り容器を引き出すための小型のノブである。耳タグ１０，１１を
耳内に挿入した後、必要に応じて耳タグ１０、１１はプライヤー中のホールドから剥脱さ
れ、ノブはサンプル受け取り容器１でトング９をプライヤー上にしっかり保持する。その
後トングはノブから容易に外すことができ、それによりサンプル受け取り容器１を採取す
ることができる。
【００３１】
サンプル採取ツール４は挿入時にサンプル受け取り容器１を密封し、固定具５により所定
位置に固定され、その結果サンプルの漏れ、及び異物侵入が防止される。
【００３２】
サンプル受け取り容器１及びサンプル採取ツール４は、例えば金属のような好適な材料、
またはガラスファイバーにより強化された合成材料より作ることができる。サンプル採取
ツール４が合成材料により作られる場合、耳内への挿入中、プライヤー内に金属のロッド
を利用することでそれを補強することができる。
【００３３】
発明の装置により、耳タグ１０，１１による認識票取り付けと同時に動物からサンプルを
取ることが可能であり、これは多くの追加作業又は出費なしに、ルーチンで実施される。
これによる節約は極めて大きい。
【００３４】
通常のサンプル受け取り容器に比べた本発明の装置の更なる利点は、平坦なトングの形状
を持ち、サンプルのラベルおよび認識に利用できるサンプル受け取り容器上の固定装置９
である。通常、ラベリングは手を使い大きな労力をかけ、多くの場合、円筒状容器（例え
ばエペンドルフチューブ）の曲がった表面で行われるるため、読みとりは容易でない。そ
の結果、数字またはデータのスキャン及び自動採取は困難である。
【００３５】
本発明のシステムは、サンプルがすべての構造の静止部分である材料から取らねばならず
、従って、通常、道具（ナイフ、鋭匙、メス等）を使ってサンプルを採取する必要がある
場合に特に有益である。再使用可能な道具を利用する場合、汚染の危険は極めて高く、Ｐ
ＣＲ（ポリメラーゼチェインリアクション）のような高感度試験では１細胞によっても汚
染が引き起こされ、その結果誤った陽性の結果が生じる。本発明の装置を利用すれば、１
回の使用パーツのみがサンプル材料に接触する。
【００３６】
発明の装置はまた、例えば液体サンプル（血液、尿、唾液及びその他）を信頼性高くかつ
確実に採取し、加工するのに利用することもできる。この場合、液体はサンプル受け取り
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容器１の開口部、又はサンプル採取ツール４の全面部に適用され、続いて例えばプライヤ
ーのような好適装置によりサンプル受け取り容器１内に押し込まれる。表面からのサンプ
ル（皮膚、粘膜等）も、サンプル採取ツールの先端部が「鋭匙」のようなものであり、表
面上を簡単に削ぎ／剥離する本発明の装置を利用し、清浄かつ、信頼性と確実な認識をも
って採取できる。
【００３７】
本発明の実質的な利点は、サンプル受け取り容器１が耳タグ（スパイクプレート１０、ア
パーチャープレート１１）と同時にラベルできることである。これによりユーザーまたは
動物の所有者への発送前に過誤なく同一番号ｎを付けることができる。例えば、ラベリン
グはプラスチック製の耳タグの場合、拭ったり除去したりする程度の通常の使用では剥が
れない程度に強く合成材料に結合する（黒色の）マスターミックスが利用されるプリンタ
ーにて実施することができる。更に、対応するパーツ同士は、その上に固有の番号をプリ
ントすることができる。
【００３８】
次に、本発明の装置により集められたサンプルは中央の採取施設に集められ、そこで分析
される。サンプル受け取り容器１の収集は、移送中の温度や期間に関する特別な配慮なし
に実施することができる。サンプル受け取り容器１は、郵便受け、配送会社、サンプル収
集業者により研究室又は保管場所まで、問題なく、リスクなしに輸送することができる。
【００３９】
研究室でのサンプル取り扱いでは、サンプルの一部採取、試験反応、及び分析はロボット
コントロールされたシステムにより自動化することができる。サンプルの認識番号は読み
とり装置（スキャナー）により登録され、さらに処理される。手入力を省くことで、誤り
を無視できる程度まで低くすることができる。
【００４０】
本発明の装置により採取されたサンプルのＤＮＡを処理または分析するためには、サンプ
ル受け取り容器１は、スキャナーがサンプルの認識を記録できる様コンベアーベルトに乗
せられる。続いて、カニューレがサンプル空間６、６ａの床を通し挿入され、サンプル採
取のために液が注入され、続いてその一部が採取される。次に挿入点は再度密封され、サ
ンプル受け取り容器は保存することができる。サンプル空間６、６ａが好適な方法により
当初より分割されている場合には、発明の装置内に分析に利用可能な別のサンプルが存在
する。
【００４１】
ＤＮＡの単離はピペッティングロボット（Ｂｉｏｍｅｃ２０００）、（Ｂｅｃｋｍａｎ）
及びシリコン粒子（例えばＩｎｓｔａＧｅｎｅ　Ｍａｔｒｉｘ、ＢＩＯ－ＲＡＤ）を使っ
たＤＮＡ精製を利用し自動化することができる。これらサンプルの試験反応も自動化によ
り調整することができる。
【００４２】
ここに記したサンプルの簡便な採取及び自動化分析のシステムは以下の利点を持つ：
【００４３】
消費に至るまでの全ての段階で、全ての畜牛（ cattle）及びそれら畜牛の肉に関する出所
及び認識を偽造されることなく証明することができ、それによりＢＳＥのない地域起源で
あることを証明することができる。有機農場で飼育された、又は自然公園で飼育された、
あるいは特別なグレードの認識を持つ動物のような、目的を絞った販売プログラムをコン
トロールし、安定化することができる。全ての畜牛に関する輸送経路及び時間と距離の証
明とモニタリング。オークション、展覧会等のいかなる時点に於いても可能な認識確認を
利用した、全畜牛の誤りのない同定。誕生した全ての畜牛に関する起源の完全な証明、及
び誤り又は偽造書類の発見。絶対の信頼性を持つ法医学的証拠（医学検査官による、胃内
容物の既に消化された牛肉からのものも含む）。絶対の信頼性を持つ（不合格）及び疫学
コントロールのモニタリング。ペットフードを含む、試験された全（加工された）食物中
の牛肉混合の決定。禁止のホルモンまたは成長ホルモンの使用に関する無作為抽出試験が
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行われる屠殺場での、製造元の割り出し。皮革、角、蹄、臓器、血液等のような畜牛生産
からの他の製品の出所証明。直販ミルク及び乳製品に関する動物ならびに家畜の証明及び
試験。全ての畜牛群及び販売経路の正確な登録。ＤＮＡ多形の詳細分析、遺伝学的距離、
及び遺伝的スクリーニングに利用できるサンプル。
【００４４】
繁殖プログラムの最適化。遺伝的距離の測定。出生動物品種の系統的な及び掛け合わせの
履歴。マーカー支援選択プログラム（ＭＡＳ）の一部としての分析。特定遺伝的欠損の存
在及び頻度の正確な証拠。法医学的観点より、ここに記載の装置及びここに記載の方法は
、認識可能なサンプル受け取り容器に必要な操作を行うことなしに採取されたサンプルを
変更（交換、偽造）することができないという利点も有している。
【００４５】
サンプルを採取、分類することで、更なるタイピング、起源試験、遺伝的欠損のスクリー
ニング、集団分析、変異検出及び食物スクリーニング、病原菌診断、トランスジェニック
診断、食物加工作業場の衛生状態モニタリングが多大な出費なしに可能である。
【００４６】
ここに記載したシステムを利用すれば、全ての動物及び消費されるまでの動物由来の全て
の製品に関する遺伝的情報を試験することが可能である。ここに記した装置を利用すると
、これに通常伴うコストが大きく減少する。
【００４７】
強力に加工された動物起源の食物でさえ（ソーセージ、加工肉、“Ｌｅｂｅｒｋａｓ”（
オーブン内で焼かれる、あるいは事前に焼かれた、スパイス及びその他の添加物と共に細
く粉砕された肉）、種及び個体に特異的なＤＮＡを確立することができる。これにより、
食物の異質の肉成分の汚染を検出することができる。もちろん、この方法を利用すれば、
たとえ出所農場において好適（第１）なサンプルが採取されていれば、特定の食物が特定
の動物に由来する（記述の如くの）ことに関する疑問について証明することができる（図
３）。
【００４８】
その為には、ＤＮＡタイピングを目的として全てのうまれたての家畜から耳の組織サンプ
ルを採取し、タイピングセンターに送付する必要がある。マイクロサテライトプライマー
を使った（自動化された）ＰＣＲ　ＤＮＡフィンガープリントを利用し、各動物について
の疑う余地のないなパターンが登録される。
【００４９】
これらのデータはセントラルファイルに保存され、それを通じアクセスすることができる
。ルーティン試験のフィンガープリント、即ちＤＮＡタイピング後の第２サンプル送付時
のフィンガープリントを初回解析時のフィンガープリントと比較することで、合致する動
物を見つけることができる。この結果は通常１日以内に入手可能である。極端なケースの
場合、例えば動物の輸送中、あるいは緊急時には３時間以内に迅速に結果を得ることがで
きる。動物の番号、即ちＤＮＡフィンガープリント及び全てのその他のデータは、登録さ
れた動物毎に呼び出すことができる。動物の所有者、即ち１人の所有者又は１人の牧夫に
より販売された全ての動物は蓄積することができる。このファイルを通じて、動物の親に
ついて、即ち生まれた全畜牛の登録の数年後、各親の子孫の割合及び数を見ることができ
る。農場の動物の完全な個体群の個別のタイピングは新規である。全ての利用者、顧客、
消費者、販売業者、屠殺業者、加工業者、所有者及び検査官が、動物または動物製品の身
元をチェックし、それにより起源をチェックすることができる（図４）。この試験のため
には、例えば屠殺場、スーパーマーケット、既に調理された肉（例えばレストランにおい
てテーブルの上にあるカツレツから）から第２サンプルを必要とするだけである。
【００５０】
生きている動物の場合、例えば動物が承認された方法（距離）で輸送されたかチェックす
るのに、タイピングは同様に可能であろう。試験結果に関するこの確実性の大きさと十分
に高い試験頻度は、その高い信頼性を持ち、法律的に議論の余地のない証拠、及び発見さ
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れるリスクに対する恐れから、詐欺行為を自動的に最少まで低下させるだろう。
【００５１】
将来、リスク予防、疫学コントロール、または動物中の違法残存物（ホルモン、成長ホル
モン）を理由として成される、動物又は獣群の特定のグループのモニターのあらゆる段階
が、既に採取されたＤＮＡデータを利用して迅速に行うことができるだろう。
【００５２】
ここに記したシステムによる個別タイピングが１国において継続的に成されれば、いずれ
の時点においても発生した問題（例えば動物のＢＳＥの疑い、農場でのブタコレラの流行
等）に即時的、例えば同日に対処でき、それによって諸費者に対し従来にない保護及び従
来にないモニタリング試験の可能性が提供できるだろう。
【００５３】
具体的には、例えば個別タイピングにより動物及び“選択された”製造方法による製品が
真実どこから来たのかを完璧かつ疑いなく証明することができる。このことは、全ての顧
客が、長期輸送及び肉が販売されたのちでも、サンプル（第２サンプル）を送付すること
で肉に添付された情報の試験をアレンジできることを意味する。
【００５４】
以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、これはクレームに記述された発明を制限
するものではない。
【００５５】
[実施例１ ]
[畜牛（ cattle）における個別タイピング ]
ウシは通常の耳タグによりマークされた。スパイクプレートのスパイクにはサンプル採取
ツールが取り付けられており、これは前方の先端部に円錐状の形態を有し、底部にはスパ
イクプレートのスパイクを受け入れるための円筒状の底部と空洞とを有する。
【００５６】
プライヤー上には、トングと一体化するように作成されたサンプル受け取り容器は、合成
フィルムｎの蓋により密閉されたサンプル受け取り容器ｎの蓋が、アパーチャープレート
の孔と一列になる位置がアパーチャープレートに提供されるように取り付けられている。
【００５７】
トングは、サンプル受け取り容器と反対側にプライヤー上に固定するための孔を有してい
る。
【００５８】
スパイクプレートのサンプル採取ツールにより提供されたスパイクをウシの耳を通し押す
ことにより、打ち抜かれた耳のサンプルがサンプル受け取り容器内に押し込まれた。侵入
後、サンプル採取ツールはサンプル受け取り容器の内壁上の突起により所定位置に固定さ
れ、これにより形成されたサンプル空間は密封された。
【００５９】
サンプル受け取り容器内には採取したサンプルのＤＮＡを分解から保護するためのモレキ
ュラーシーブ（Ｍｅｒｃｋ社製、０．２ｎｍ　Ｎｒ．１．０５７０４．０２５０）が入っ
ている。
【００６０】
既知遺伝子のＤＮＡフットプリント及びＰＣＲ分析は、半年後にサンプル受け取り容器内
に存在した遺伝的物質についても問題なく実施できた。
【００６１】
[実施例２ ]
特定の系統（例えば異物移植用の１．３Ｇａｌ／Ｇａｌ３陰性ブタ）の繁殖のための機能
的な突然変異のスクリーニング。
自然の突然変異率によれば、単一の個体内における十分なサイズの個体群中では、ゲノム
中に存在していずれの遺伝子も各種サイレント突然変異のみならず、一定の蓋然性で、対
立遺伝子の不活性化をもたらす突然変異をも含む。このような例の多くでは、これは優性
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の突然変異ではなく劣性の突然変異を含む。Ｈａｒｄｙ－Ｗｅｉｎｂｅｒｇの法則によれ
ば、突然変異による遺伝子型のこのような変化の大部分はヘテロ接合体としてマスクされ
ている。
【００６２】
スクリーニング方法では、対象となるブタ集団中の適当な遺伝子座の好適な分子遺伝学的
な解析を利用して、突然変異を持つ（単一の）ヘテロ接合体キャリア動物を発見すること
が重要である。次に、遺伝子ノックアウトを利用して作られる系と同様の、望ましく、ま
た必要とされる遺伝子欠損を持つホモ接合陰性系をこの動物を利用して創り上げることが
できる。それは決してこれに劣るものではない。
【００６３】
提言される方法は、マーカーを持たない好適な構築体と組み換えを行った後に、ある程度
の幹細胞株のスクリーニングを行うものである。差は以下の通りである。幹細胞株の細胞
は全て、一回の突然変異を起こした後に変化し、または組み換えを行った細胞を除き、解
析された全ての遺伝子型は異なるものである。ブタ集団のスクリーニングでは、全ての遺
伝子型を解析することは困難である。それらは目標を定めて突然変異誘導されていないが
、進化及び交配の過程に於いて蓄積された突然変異を有している（ヘテロ接合体の状態に
ある限り、それらは負の選択圧に曝されることはない）。
【００６４】
１．３Ｇａｌ／Ｇａｌ３の発現には定量的な差が存在することが知られている。突然変異
分析が多様な個体群中の既存の変異を発見することを目的としていることから、交配動物
が分析されるだろう。新しい突然変異を無視すれば、生れたブタは交配親に存在していた
変異のみを保有している。実務的には、Ｔｙｐｉ－ｆｉｘシステムを使った組織サンプル
の保存と採取は、成功または経済的現実性にとって重要なファクターである。突然変異キ
ャリアーを見つけるための分析では、１．３Ｇａｌ／Ｇａｌ３を欠損している可能性のあ
る動物を発見するためには恐らく１００，０００の遺伝子型を試験しなければならないと
推定される。１００，０００頭のブタから個別サンプルを安価に採取するためには、本発
明のシステムが選択方法である。サンプルは研究室に輸送するだけで（郵便またはサンプ
ル集配人により）あり、そしてそこで検査が行われる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、底部２に突起部８を持つサンプル受け取り容器１のモデルの断面図を
示す。サンプル採取ツール４はサンプル受け取り容器１内にあり、これを密封する。サン
プル空間６、６ａから離れた場所にあるサンプル採取ツール４の側面には中空１２があり
、ロッドの挿入が可能である。
【図２】　図２は、スパイク１０ａを有するスパイクプレート１０と、トング９が取り付
けられたサンプル受け取り容器１を有するアパーチャープレート１１との配置の断面図で
ある。サンプル受け取り容器１はサンプル採取ツール４により密閉されており、イヤータ
グ１０、１１が適用され、同時にサンプルが採取された後の状態を表す。
【図３】　図３は，スパイクプレート１０と、アパーチャープレート１１とにより構成さ
れるイヤータグ１０，１１の側面図であり、サンプル受け取り容器１は、好適な装置を用
いて組み立てられる前にトング９と一体化する。
【図４】　図４は、畜牛での個別ＤＮＡタイピングの略図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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